
37 役場だより
Apr‐2021 36役場だより

Apr‐2021
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INFORMATION INFORMATION

乳
幼
児
・
1
歳
６
か
月
児
・
３
歳
児

健
診
の
お
知
ら
せ

５
月
24
日
（
月
）

保
健
セ
ン
タ
ー

無
料

内
容
▽
身
体
計
測
、
問
診
、
診
察
、
歯
科

健
診
、
各
種
相
談

内容 受付 対　象 持ち物

3・4 か月児
14:30

令和2年12月23日～
令和3年2月24日生

・母子手帳
・アンケート用紙
（新生児訪問時に
お渡ししています）

7・8 か月児 令和2年8月23日～
令和2年10月24日生

11・12か月児 14:00 令和２年4月23日～
令和２年6月24日生

1 歳 6 か月児 13:30 令和元年9月23日～
令和元年11月24日生

・母子手帳
・歯ブラシ
・当日の尿
・アンケート用紙
（対象児に郵送します）

3 歳児 13:00 平成30年3月23日～
平成30年5月24日生

※ご不明な点がありましたら、保健師までご相談ください。

保
健
セ
ン
タ
ー
☎
（
574
）
３
１
４
１

令
和
３
年
度
ほ
け
ん
・
ふ
く
し
ガ

イ
ド
を
配
布
し
ま
す

　

今
年
度
予
定
し
て
い
る
「
乳
幼
児
健
診
や

予
防
接
種
に
関
す
る
母
子
保
健
事
業
」や「
各

種
検
診
」、「
高
齢
者
の
健
康
、
障
が
い
者
支

援
」に
関
す
る
こ
と
等
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。

　

１
年
間
、
大
切
に
保
管
し
て
ご
活
用
く
だ

さ
い
。

　
『
ほ
け
ん
・
ふ
く
し
ガ
イ
ド
』
は
１
世
帯

１
部
の
配
布
と
し
て
い
ま
す
が
、
複
数
必
要

な
場
合
は
保
健
セ
ン
タ
ー
ま
で
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

保
健
セ
ン
タ
ー
☎
（
574
）
３
１
４
１

児
童
扶
養
手
当
の
お
知
ら
せ

　

こ
の
制
度
は
、
ひ
と
り
親
世
帯
の
お
子
さ

ん
の
健
や
か
な
成
長
と
生
活
の
安
定
・
自
立

を
促
す
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
お
子
さ
ん
を

養
育
し
て
い
る
方
に
手
当
を
支
給
す
る
も
の

で
す
。

【
受
給
資
格
者
】

▽
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
児
童
（
18
歳

に
達
す
る
日
以
降
の
最
初
の
3
月
31
日
ま

で
の
間
に
あ
る
者
、
ま
た
は
一
定
の
障
が
い

の
状
態
に
あ
る
20
歳
未
満
の
者
）
を
監

護
、
養
育
し
て
い
る
父
、
母
ま
た
は
養
育
者

•	

父
母
が
婚
姻
を
解
消
し
た
児
童

•	

父
ま
た
は
母
が
死
亡
し
た
児
童

•	

父
ま
た
は
母
が
法
令
の
定
め
る
程
度
の

障
が
い
の
状
態
に
あ
る
児
童

•	

父
ま
た
は
母
の
生
死
が
明
ら
か
で
な
い

児
童

•	

父
ま
た
は
母
か
ら
１
年
以
上
遺
棄
さ
れ

て
い
る
児
童

•	

父
ま
た
は
母
が
裁
判
所
か
ら
Ｄ
Ｖ
保
護

命
令
を
受
け
た
児
童

•	

父
ま
た
は
母
が
１
年
以
上
拘
禁
さ
れ
て

い
る
児
童

•	

母
が
婚
姻
し
な
い
で
生
ま
れ
た
児
童

•	

父
母
と
も
不
明
で
あ
る
児
童
（
孤
児
な

ど
）
等

令和 3 年度の児童扶養手当額（月額）令和 3 年 4月～

全額支給 一部支給

本体額 43,160 円 43,150 ～ 10,180 円

第 2 子
加算額

10,190 円 10,180 円～ 5,100 円

第 3 子以降
加算額

6,110 円 6,100 円～ 3,060 円

役
場
福
祉
課
福
祉
係
☎
（
574
）
２
２
１
４

児
童
扶
養
手
当
の
一
部
が
改
正
さ

れ
ま
し
た

　
「
児
童
扶
養
手
当
」
の
一
部
改
正
に
よ
り
、

令
和
３
年
３
月
か
ら
障
害
年
金
を
受
給
し
て

い
る
方
の
「
児
童
扶
養
手
当
」
の
算
出
方
法

が
変
わ
り
ま
す
。

【
見
直
し
の
内
容
】

　

こ
れ
ま
で
、
障
害
基
礎
年
金
※
１

を
受
給

し
て
い
る
方
は
、
障
害
基
礎
年
金
等
の
額

が
児
童
扶
養
手
当
の
額
を
上
回
る
場
合
、

児
童
扶
養
手
当
を
受
給
で
き
ま
せ
ん
で
し

た
が
、
令
和
３
年
３
月
分
の
手
当
以
降
は
、

児
童
扶
養
手
当
の
額
が
障
害
年
金
の
子
の

加
算
部
分
の
額
を
上
回
る
場
合
、
そ
の
差

額
を
児
童
扶
養
手
当
と
し
て
受
給
で
き
る

よ
う
に
な
り
ま
す
。

※
１　

国
民
年
金
法
に
基
づ
く
障
害
基
礎
年

金
、
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
に
よ

る
障
害
補
償
年
金
な
ど
。

　
　
　

な
お
、
障
害
基
礎
年
金
等
以
外
の
公

的
年
金
等
を
受
給
し
て
い
る
方
※
２

は
、
今
回
の
改
正
後
も
、
調
整
す
る

公
的
年
金
等
の
範
囲
に
変
更
は
な
い

の
で
、
公
的
年
金
等
の
額
が
児
童
扶

養
手
当
額
を
下
回
る
場
合
は
、
そ
の

差
額
分
を
児
童
扶
養
手
当
と
し
て
受

給
で
き
ま
す
。

※
２　

遺
族
年
金
、
老
齢
年
金
、
労
災
年
金
、

遺
族
補
償
な
ど
。

役
場
福
祉
課
福
祉
係
☎
（
574
）
２
２
１
４

特
別
児
童
扶
養
手
当
の
お
知
ら
せ

　

こ
の
制
度
は
精
神
ま
た
は
身
体
に
障
が
い

を
有
す
る
児
童
を
養
育
す
る
父
母
等
に
手
当

を
支
給
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
児
童

の
福
祉
の
増
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て

い
ま
す
。

【
受
給
資
格
者
】

　

20
歳
未
満
で
精
神
ま
た
は
身
体
に
障
が
い

を
有
す
る
児
童
を
家
庭
で
監
護
、
養
育
す
る

父
母
ま
た
は
養
育
者
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

　

た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
当
て
は
ま
る

と
き
は
手
当
を
受
給
で
き
ま
せ
ん
。

•	

受
給
資
格
者
（
請
求
者
）
や
対
象
児
童

が
、日
本
国
内
に
住
所
を
有
し
な
い
と
き
。

•	

対
象
児
童
が
、
児
童
福
祉
施
設
等
に
入

所
し
て
い
る
と
き
（
た
だ
し
、
通
園
し

て
い
る
場
合
は
除
く
）。

•	

対
象
児
童
が
障
が
い
を
事
由
と
す
る
年

金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
。

【
手
当
額
（
令
和
３
年
４
月
か
ら
月
額
）】

　

手
当
は
認
定
請
求
し
た
日
の
属
す
る
翌
月

分
よ
り
次
の
額
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

•	

１
級　

５
２
５
０
０
円

•	

２
級　

３
４
９
７
０
円

　

た
だ
し
、受
給
者
も
し
く
は
そ
の
配
偶
者
、

ま
た
は
扶
養
義
務
者
の
前
年
の
所
得
が
一
定

の
額
以
上
で
あ
る
と
き
、
手
当
は
支
給
さ
れ

ま
せ
ん
。詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

役
場
福
祉
課
福
祉
係
☎
（
574
）
２
２
１
４

特
別
障
害
者
手
当
・
障
害
児
福
祉

手
当
ま
た
は
福
祉
手
当
の
お
知
ら
せ

こ
の
制
度
は
、
精
神
ま
た
は
身
体
に
重
度

の
障
が
い
を
有
す
る
20
歳
以
上
の
方
、
ま
た

は
20
歳
未
満
の
方
に
特
別
障
害
者
手
当
、
障

害
児
福
祉
手
当
ま
た
は
福
祉
手
当
を
支
給
す

る
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
方
の
福
祉
の
増

進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
手
当
を
支

給
す
る
も
の
で
す
。

【
受
給
資
格
者
】

特
別
障
害
者
手
当
▽
精
神
ま
た
は
身
体
に
著

し
い
重
度
の
障
が
い
を
有
す
る
た
め
、
日
常

生
活
に
お
い
て
常
時
特
別
な
介
護
を
必
要
と

す
る
20
歳
以
上
の
方
に
支
給
さ
れ
ま
す
。
た

だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
当
て
は
ま
る
と
き

は
、
手
当
は
受
給
で
き
ま
せ
ん
。

•	

受
給
資
格
者
（
請
求
者
）
が
日
本
国
内

に
住
所
を
有
し
な
い
と
き
。

•	

受
給
資
格
者
（
請
求
者
）
が
、
障
害
者

支
援
施
設
等
に
入
所
し
て
い
る
と
き（
た

だ
し
、
通
所
し
て
い
る
場
合
は
除
く
）。

•	

受
給
資
格
者
（
請
求
者
）
が
、
病
院
ま

た
は
診
療
所
に
３
か
月
を
超
え
て
入
院

し
た
と
き
。

障
害
児
福
祉
手
当
▽
精
神
ま
た
は
身
体
に
重

度
の
障
が
い
を
有
す
る
た
め
、
日
常
生
活
に

お
い
て
常
時
の
介
護
を
必
要
と
す
る
20
歳
未

満
の
児
童
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

（
経
過
的
）
福
祉
手
当
▽
昭
和
61
年
４
月
１
日

に
お
い
て
、
従
前
の
福
祉
手
当
を
受
給
し
て

お
り
、
特
別
障
害
者
手
当
ま
た
は
障
害
基
礎

年
金
を
受
給
で
き
な
い
方
に
支
給
さ
れ
ま

す
。
た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
当
て
は
ま

る
と
き
は
、
手
当
は
受
給
で
き
ま
せ
ん
。

•	

受
給
資
格
者
（
請
求
者
）
が
日
本
国
内

に
住
所
を
有
し
な
い
と
き
。

•	

受
給
資
格
者
（
請
求
者
）
が
、
障
害
児

入
所
施
設
等
に
入
所
し
て
い
る
と
き（
た

だ
し
、
通
所
し
て
い
る
場
合
は
除
く
）。

•	

受
給
資
格
者
（
請
求
者
）
が
、
障
が
い

を
事
由
と
す
る
年
金
等
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
る
と
き
。

【
手
当
額
】（
令
和
３
年
４
月
～
）

特
別
障
害
者
手
当
▽
月
額
２
７
３
５
０
円

障
害
児
福
祉
手
当
、（
経
過
的
）
福
祉
手
当

▽
月
額
１
４
８
８
０
円

　

た
だ
し
、
受
給
者
資
格
者
（
請
求
者
）
も

し
く
は
そ
の
配
偶
者
、
ま
た
は
扶
養
義
務
者

の
前
年
の
所
得
が
一
定
の
額
以
上
で
あ
る
と

き
、
手
当
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。
詳
細
は
お

問
合
せ
く
だ
さ
い
。

役
場
福
祉
課
福
祉
係
☎
（
574
）
２
２
１
４

日
本
赤
十
字
社
社
資
・
寄
付
金

募
集
の
お
礼
と
報
告

　

皆
さ
ま
の
ご
協
力
に
よ
り
、
た
く
さ
ん
の

社
資
を
お
寄
せ
い
た
だ
き
、
令
和
２
年
度
受

付
の
総
額
は
、
５
８
８
５
０
０
円
と
な
り
ま

し
た
。
な
お
、
お
預
か
り
し
た
社
資
は
、
全

額
を
日
本
赤
十
字
社
北
海
道
支
部
へ
送
金
い

た
し
ま
し
た
。
社
資
は
、
自
然
災
害
な
ど
に

お
け
る
災
害
救
護
活
動
、国
際
活
動
の
ほ
か
、

医
療
活
動
や
看
護
師
の
養
成
、
救
護
法
講
習

会
の
普
及
な
ど
に
役
立
て
ら
れ
ま
す
。

　

皆
さ
ま
か
ら
の
ご
厚
志
に
心
か
ら
感
謝
申

し
上
げ
ま
す
。

日
本
赤
十
字
社
豊
頃
町
分
区
（
役
場
福
祉

課
福
祉
係
）
☎
（
574
）
２
２
１
４

災
害
義
援
金
を
受
付
し
て
い
ま
す

　

日
本
赤
十
字
社
お
よ
び
共
同
募
金
会
で

は
、
令
和
３
年
２
月
福
島
県
沖
地
震
災
害
義

援
金
を
受
付
し
て
い
ま
す
（
募
集
期
間
：
令

和
３
年
５
月
31
日
ま
で
）。
ま
た
、
各
災
害

の
被
害
者
の
生
活
支
援
を
図
る
た
め
、
義
援

金
を
受
付
し
て
い
ま
す
。皆
さ
ま
の
ご
支
援
、

ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

▽
日
本
赤
十
字
社
豊
頃
町
分
区
（
役
場
福

祉
課
福
祉
係
）
☎
（
574
）
２
２
１
４
▽
豊
頃

町
共
同
募
金
委
員
会
（
社
会
福
祉
協
議
会
内
）

☎
（
574
）
３
１
４
３

令
和
３
年
度
要
約
筆
記
奉
仕
員

養
成
講
座
開
催
の
お
知
ら
せ

　

要
約
筆
記
と
は
、
中
途
で
聴
力
を
失
っ
た

方
（
中
途
失
聴
者
）
や
難
聴
者
な
ど
聞
こ
え

の
不
自
由
な
方
に
会
話
や
講
演
会
な
ど
を
文

字
に
変
え
て
伝
え
る
こ
と
で
す
。
大
切
な
人

の
「
耳
代
わ
り
」
と
し
て
要
約
筆
記
を
学
ん

で
み
ま
せ
ん
か
？　

ぜ
ひ
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

５
月
25
日
（
火
）
～
７
月
13
日
（
火
）
10

時
～
15
時
（
合
計
８
回
）

帯
広
市
グ
リ
ー
ン
プ
ラ
ザ
（
帯
広
市
公
園

東
町
３
丁
目
）

無
料

申
込
受
付
▽
４
月
20
日（
火
）～
５
月
14
日（
金
）

帯
広
市
役
所
市
民
福
祉
部
福
祉
支
援
室

障
害
福
祉
課
☎
０
１
５
５
（
65
）
４
１
４
８

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
対
策
に
よ
り
、
受

付
時
間
の
変
更
や
健
診
の
延
期
・
中
止
等
が
生
じ
る

可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
変
更
が
あ
っ
た
際
に
は
、
対

象
者
全
員
へ
個
別
に
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

広
報
と
よ
こ
ろ

役
場
だ
よ
り

▽
福
祉

広
報
と
よ
こ
ろ

▽
子
育
て
▽
福
祉

役
場
だ
よ
り


